
                                談   話 

 

１月 27 日に公示された第 51 回衆議院議員総選挙及び第 27 回最高裁判所裁判官国

民審査の投票は 28 日から始まっており、２月８日が最終日となります。 

この度の選挙は、国の内外において課題が山積している中で、有権者の皆さんが国

の進路を決めることができる極めて重要な機会ですので、有権者の皆様には、候補者

の主張をしっかりと聞き、必ず投票されますようお願いいたします。 

明日 31 日から２月７日までは期日前投票所において、最終日の２月８日は当日投

票所で投票することができます。寒さ厳しき折、早めの投票をお願いいたします。 

私どもは、テレビ、ラジオ、新聞による広告のほか、デジタルコンテンツを活用し

た選挙啓発など、若年層にも選挙への関心を持っていただけるよう、様々な機会を捉

えて投票参加を呼び掛けておりますが、投票日までの残された期間につきましても、

明るく正しい選挙の実現に向けて、全力を尽くして参ります。 

候補者をはじめ、選挙運動に携わる全ての皆様におかれましては、最後まで選挙の

ルールを守り、公正で明るい行動を取られますようお願いいたします。 
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